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公益社団法人 愛知県看護協会 

看護師特定行為研修 
（区分別科目：栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連） 

 

 

愛知県看護協会の特定行為研修  

愛知県看護協会は、高度複雑化が進む医療・介護現場において、症状の変化や行為

実施の判断の基盤となる実践的な理解力、思考力、判断力を発揮できる質の高い特定

行為研修修了者を育成するために、すでに各分野で高い臨床実践力を発揮する認定看

護師を対象に特定行為研修を行います。 

これにより、認定看護師が医療安全に配慮しながら各専門分野においてさらに高度な

臨床実践能力を発揮し、チーム医療推進に向けて役割モデルを示し、地域における看護

の質向上に寄与することを目指します。 

 

1. 特定行為研修の教育理念  

高度医療及び地域医療の現場において、特定行為を実践する看護師としての社

会的責任と役割を自覚しながら、高い臨床推論力と病態判断力を発揮し、チーム医

療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成します。 

 

2. 特定行為研修の目標  

1) 高度医療や地域医療の場において、特定行為研修に必要な臨床判断を包括的に

できる知識・技術・態度を養う。 

2) 患者の安全に配慮し、特定行為を適切なタイミングに倫理的かつ安全に行える能

力を養う。 

3) 多職種の専門性を尊重し、チームを円滑に機能させて問題解決に導くための知

識・技術・態度を養う。 

4) 医学的視点の強化により看護の視点に広がりをもたせ、質の高い看護実践につな

げることができる能力を養う。 

 

3. 本会の特定行為研修の特徴  

全ての分野の認定看護師を対象とした特定行為研修です。  

1) 共通科目は、e ラーニングによる受講によって、インターネット環境があれば自宅や

勤務先で効率的に、かつ繰り返し受講することが可能です。  

2) e ラーニングによる学習期間中には、月に 1 回程度の集合研修や指導者によるサ

ポート体制の整備など、学習効果を高めるための支援があります。  

3) 集合研修は愛知県看護協会で実施します。 

4) 区分別科目実習では、特定行為実践に向けた施設環境の調整が臨床実習時に行

えること、研修後に実習指導医の指導・支援が継続して受けられることから、自施

設での実習となります。 
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4. 研修の内容   

1) 本研修は、特定行為研修の共通科目と区分別科目「栄養及び水分管理に係る薬

剤投与関連」を合わせて行います。 

2) 「講義」は e ラーニング（遠隔授業）で実施します。 

3) 「演習」および「共通科目実習」は、愛知県看護協会において集合研修を行います。

尚、摂食嚥下障害看護認定看護師教育課程（B 課程）の受講生との合同研修とな

ります。 

4) 「区分科目実習」は、受講者が研修集終了後特定行為の実践が有効に行われるた

めに、継続した指導医の指導と安全に活動する施設基盤を重要と考え、原則自

施設での実習となります。 

 

科目  教科名  時間数* 
教育方

法  
実施時期  

特定行為研修  

共通科目  

〔253.75時間〕 

臨床病態生理学  30 
講義  

演習  

5 月  

～10 月  

臨床推論  
45.25 

講義  

演習  

実習  臨床推論（医療面接） 

フィジカル・アセスメント：基礎  
45.5 

講義  

演習  

実習  フィジカル・アセスメント：応用  

臨床薬理学：薬物動態  

45.25 
講義  

演習  
臨床薬理学：薬理作用  

臨床薬理学：薬物治療・管理  

疾病・臨床病態概論  30 講義  

演習  疾病・臨床病態概論：状況別  11.25 

医療安全学：医療倫理  
23.25 

講義  

演習  

実習  

医療安全学：医療安全管理  

チーム医療論  
23.25 

特定行為実践  

特定行為研修  

区分別科目  

［17 時間］ 

栄養及び水分管理に係る薬剤

投与関連  

17 時＋ 

実習  

5 症例×2 

講義  

演習  

実習  

10 月  

～11 月  

合   計  

253.75+ 

17 時間  

+実習  

  

※ 1 時間は 60 分として換算する。  
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5. 研修受講資格  

受講資格については、以下の要件をすべて満たしているものとする。  

1) 日本国の看護師免許を有する者  

2) 看護師免許を取得後、実務研修期間が通算 5 年以上ある者  

3) 上記に加え、日本看護協会の認定看護師制度に基づく  21 分野の認定看護師

資格のいずれかを持つ者  

 

6. 定員  

科    目 定  員 

共通科目 

区分別科目（栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連） 
1５名 

 

7. 教育期間及びスケジュール 

 

8. 受講審査手続 

1) 受講願書受付期間 

令和2年 11月9日（月）～11月30日（月）（当日消印有効） 

2) 提出書類 

(1) 受講願書             （様式１） 

(2) 履歴書               （様式２） 

(3) 実務経験書            （様式３） 

(4) 志願理由書            （様式4） 

(5) 区分別実習施設情報      （様式5） 

(6) 写真票、受験票、受講審査料振込明細書のコピー（様式６） 

＊ 写真票、受験票の受験番号欄は記入しないでください。 

(7) 看護師免許証（Ａ４版縮小コピー） 

(8) 認定看護師認定証の写し（有効期限内のもの） 

(9) 受験票返信用封筒 （定型１２０mm×２３５mm，簡易書留４１４円切手貼付。返信宛先明記。) 

教育期間  令和3年５月～令和3年 11月（7ヶ月） 

 スケジュール 

令和３年５月 10日 （月）      開講式・オリエンテーション 

令和３年５月～１０月初旬      共通科目 

・講義（eラーニング） 

・演習、学内実習（集合研修） 

令和３年１０月中旬～下旬      特定行為区分別研修 講義、演習 

令和３年 10月下旬～１１月上旬  特定行為研修区分別実習（各実習病院） 

令和３年１１月下旬           修了式 
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＊ 様式１～6は、愛知県看護協会ホームページよりダウンロードしてください。 

http://www.aichi-kangokyokai.or.jp/ 

   ＊ 提出書類の不備または受講要件を満たさない場合は、受講できません。 

3) 提出方法 

提出書類一式を、期日内に簡易書留で下記の提出先まで送付すること。 

＜提出先＞ 

〒４６６－００５４ 名古屋市昭和区円上町２６番１８号 

   公益社団法人 愛知県看護協会 教育センター 特定行為研修担当者 宛 

 

9. 選考方法および日時 

1) 選考方法：書類審査、面接試験 

2) 面接日時：令和２年１２月 14日（月）９時３０分～ 

3) 面接場所： 公益社団法人 愛知県看護協会 

10. 受講審査料 

受 講 審 査 料  消費税（10％） 納付金  

10,000 円  1,000 円  11,000 円  

 

振込依頼人名欄に受験生名を記入して下記口座に振り込みのうえ、振込みを確認できる

もの（明細書等）を発行し、様式６に貼付してください。インターネットバンキングを利用す

る場合は、振込完了を確認し、「振込明細照会」を印刷して添付してください。 

 

  ＜振込先＞ 
【三菱ＵＦＪ銀行 すずかぜ支店】 

口座番号 普通口座 １１３０００7 

口座名称 公益社団法人 愛知県看護協会 

   ※ 原則として新たな領収証の発行はいたしません。 

   ※ 既納の審査料は、原則として返還できませんのであらかじめご了承ください。 

   ※ 振り込み手数料は、各自ご負担ください。 

11. 受験票の発行 

 提出書類一式を審査し、受講審査申請者により同封された返信用封筒を用いて受験票を郵

送します。 

※ 面接試験の５日前までに受験票の届かない方は、特定行為研修担当者へご連絡ください。 

※ 受験票は、面接試験の際必ず携帯してください。 

※ 受験票のない方は、受験できませんのでご注意ください。 

http://www.aichi-kangokyokai.or.jp/
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12. 受講決定の通知 

1) 受講の可否については、令和2年12月23日（水）に、受講決定通知書の郵送をもって通知

します。   

2) 電話やＦＡＸでの合否の問い合わせには、対応いたしません。 

3) 受講手続き方法は、受講決定通知と共に書類で案内します。 

   

13. 納付金（前納） 

1) 受講料は以下のとおりです。消費税を含む納付金を指定された期日までに振込をしてくだ

さい。 

2) 受講前に所定の手続きを経て特定行為研修の一部を履修したとみなされた場合には当該

科目の受講料を免除します。 

3) 既納の受講料等は、原則として返還できませんのであらかじめご了承ください。 

4) 講義などで使用する図書費・教材費、実習中の交通費・宿泊費及び資料代、パソコン等の機

器、通信費は、自己負担となります。 

 

＜受 講 料＞  ＊ 会員：受講手続き時点で日本看護協会会員のもの 

 受講料  消費税（10％） 納付金  

会員  450,000 円  45,000 円  495,000 円  

非会員  675,000 円  67,500 円  742,500 円  

 

14. 個人情報の利用目的 

受講申請書類により取得した個人情報は以下の業務に利用し、それ以外の目的に利用すること

はありません。 

 受講申請、通知等に関する業務、受講手続きに関する業務及びそれに付随する業務 

 受講に伴う事務（成績管理、修学管理等）、受講料の収納事務及びそれに付随する事務 
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公益社団法人  愛知県看護協会教育センター 

 〒466―0054 名古屋市昭和区円上町２６番１８号  

T  E  L ： ０５２－８７１－０７６１ 

F A X ： ０５２－８７１－０７５７ 

E-mai l： aikan-tokutei@kangokyokai.or.jp 

金山総合駅  

バスターミナル 

７番のりば  

金山 11（池下行）  

金山 12（妙見町行、金山行）  

金山 16（瑞穂運動場東行）  

８番のりば  

金山 14（瑞穂運動場東行）  

      

（所要時間約 10 分）  

 

鶴舞駅  

バスターミナル 

３番のりば  

基幹１（星崎行、鳴尾車庫行、  

   笠寺駅行）  

栄 26（博物館行）  

黒川 12（博物館行）  

名駅 18（名鉄神宮前行）  

（所要時間約 7 分）  

 

栄  

バスターミナル 

４番のりば  

栄 26（博物館行）  

18 番のりば  

基幹１（星崎行、鳴尾車庫行、  

   笠寺駅行）  

 

（所要時間約 20 分）  

愛知県看護協会までのアクセス 


